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全般に関わる質問

Q.シート内の金額は税抜き税込みどちらか。

A.全て税抜きで計上して下さい。

Q.画面が真っ白で編集しようとしてもセルがロックさ

れている（各シート共通）。

A.スクロールバーが大きく右や下へズレていないか

確認して下さい。

Q.操作が正しいのに入力値が反映されない（各シー

ト共通）。

A.数式タブの計算方法の設定が「手動」になってい

ないか確認して下さい。「手動」になっている場合は、
「自動」に設定し直し、「再計算実行」を行うと計算さ
れます。

Q.諸経費等動向調査の目的は。

A.現行の積算基準における問題点などの有無を確

認し、積算基準の適正化を図り、今後発注される工
事の積算額を適正に算定するために行っています。
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全般に関わる質問

Q.保存ができない（読み取り専用と表示されている）。

A.作業用のエクセルデータを「名前をつけて保存」

で各自のPCのデスクトップ等に保存して作業して下さ
い。

Q.調査票エクセルデータのパスワードを教えて欲し

い。

A.改ざん防止及び調査票破損防止のためシートの

パスワードはお伝えできません。

Q.PDFのマニュアルが見れない。

A.ご利用されているPDF閲覧用のアプリケーション

の会社などに確認・問い合わせをお願い致します。

Q.対象期間はいつからいつまで。

A.該当工事に従事した期間が全て対象の期間です。

Q.調査票のデータはどこでダウンロードすればいい

のか。

A.元請者（下請会社から依頼された場合はその会

社）からもらって下さい。
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全般に関わる質問

Q.調査票のデータはどこにアップロード（提出）すれ

ばいいのか。

A.元請者（下請会社から依頼された場合はその会

社）にメール等で渡してください。

Q.整理番号が分からない。

A.元請者（下請会社から依頼された場合はその会

社）にお聞き下さい。

Q. 記載方法が分からない。

A. 「記入シート確認」のシートをご利用ください。

Q. RepoBox（クラウドサービス）を使用したい。

A.使用できません。RepoBoxは元請者と発注者が使

用します。
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全般に関わる質問

Q.再下請に配布するのはどこまでか。

A3. 少額（１０万円未満）、少日数（5日以下）の再下

請業者様で算出が困難な場合は自社の一部としても
問題ありません。

A4.発注者より予定（又は指示）のあった調査は

【★工事費】シートの⑥別途調査等工事価格欄に調
査費用のみを計上して下さい。それ以外で行った調
査等は間接工事費のうち、準備・測量等に計上して
下さい。

A5.二次製品の搬入や、砕石、合材等のプラントか

ら搬入される車両については材料費に計上して下さ
い（これだけを行わせている場合に限ります）。

A1.原則は「建設工事の請負契約」における全ての

下請負人が提出対象となります。（データの回収もし
ます）。警備会社も対象です。

A2.測量（基準杭調査）や、コンクリート及びその他

試験（溶接、鉄筋の圧接等の探傷試験類）はそれぞ
れ準備費、技術管理費等に入力してください。
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全般に関わる質問

Q.施工体制台帳上だと２つにわけて記載があるが、

調査票も２つ書かなくてはいけないのか。

A.一次下請として、2つ以上に分けて契約している

場合（参考図-Ⅰ）は、一つの調査票に２つ以上の仕
事を合算して計上しても構いません。
一次下請と二次下請（参考図-Ⅱ）で契約している場
合は、それぞれで調査票を作成して下さい。

※この場合、A建設が作成するデータは2つ

元請建設

1次下請 A建設（掘削⼯） 1次下請 B建設 1次下請 C建設

2次下請 D建設 2次下請 E建設 1次下請 A建設（舗装⼯）

参考図-Ⅱ

2

※この場合、A建設が作成するデータは1つ

元請建設

1次下請 A建設（掘削⼯） 1次下請 B建設 1次下請 A建設（舗装⼯）

2次下請 C建設 2次下請 D建設 2次下請 E建設

参考図-Ⅰ

※この場合、A建設が作成するデータは1つ又は2つ
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『1_一般事項』シート

Q.下請社数が増えない。

A.項目「下請次数」で次数をプルダウンから選択の

うえ、「1-2_下請入力」シートで再下請負社名が記入
されているか確認して下さい。

Q.整理番号が入力できない。

A. 「開始画面」シートに入力欄があります。
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『1-2_下請入力』シート

Q. 再下請けが50社以上ある場合は。

A.再下請の行を50社以上にすることは出来ないの

で、50社目に「以下○○社」と残りの再下請者を合算
して記載して下さい。
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『2-1_社員等従業員給料等_自社分』
シート

Q.ここには誰を記載すべきか。

A1.該当現場において管理的立場で従事した人

（現場代理人、主任技術者、施工管理等）を記載し
ます。作業員等は記載しない。（★工事費シートの
労務費に計上する）また、現場管理と作業員を兼務
している人については按分してください。

A2.主任技術者等であっても作業をしている場合は、

労務費に計上してください。

※上部に対象者と対象外者の記載が
あります。

Q.月別社員等従業員数の書き方は。

A.一か月全て入って100%として1とする。例として11
日間の場合11（従事日数）÷22 （会社の出勤日数）
＝0.5となります。
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『2-1_社員等従業員給料等_自社分』
シート

Q.個人事業主はどのように計上すればいいか。

A. 会社の役職は考慮せずに通常の作業員として記

載します。

Q.賞与の計上はどのように入力するか。

A.年間で支払う賞与の合計を12カ月で割り、その他

手当てに計上します。

Q.平均給与とは。

A.一か月分の給与のことを言います。

Q.役員報酬は計上するのか。

A.計上します。ただし、基本給欄には含めず、役員

報酬は基本給と分け、その他手当欄に計上して下さ
い。



11

『3_法定福利費』シート

Q.基本情報に記載する支払い賃金とは何か。

A1.この現場に従事した全ての自社の賃金の総額

（現場管理者、作業員含む）。

A2.作業員がいない場合は、「2-1_社員等従業員給

料等_自社分」の合計の金額が該当します。作業員も
含む場合は上記プラス「工事費」シートの労務費の
金額も加算します。

A3.一カ月に満たない人がいる場合は、日当換算で

計上します。

A4.賞与がある場合は、年間の賞与の合計を12カ

月で割り加算します（場合によってはさらに日当換算
に割り戻します）。

※法定福利費は税金が引かれる前の賃金を基に算出します



12

『3_法定福利費』シート

Q.基本情報で入力確認メッセージが出る。

A1.千円単位での入力なので、一円単位での入力

でないか確認して下さい。 一円単位で入力してし
まった場合は修正して下さい。

A2.延人員が少ない（対象現場に従事した人数：例

えば4人）だけの記載になっていないか確認（累計の
人数にしていない）。
例：４人×２０日ずつ=８０人となります。

Q.労災保険料の記入方法が分からない。

A1.土木工事で元請が工事現場全体で保険料を納

付している場合は「0」になります。（警備会社等「0」
にならない場合もあります。）

A2.保険料率を、支払い賃金と工事請負金額のど

ちらに掛け合わせて算出しているのか確認して下さ
い。

A3.年間で算出支払っている場合は、該当の工事

の請負金額で按分して下さい。
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『3_法定福利費』シート

Q.労災保険料で事業の種類が当てはまらない。

Q.実際の保険料率と自動計算の率が違う。

A.事業の種類と算出方法が合っているかを確認し

て下さい。違う場合は、率が違う旨を理由記載欄に
入力して下さい。

A.「その他の建設業」を選んで下さい。保険料率が

シートと違う場合は理由を10.理由記載欄に入力して
下さい。
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『3_法定福利費』シート

Q.雇用保険、健康保険、厚生年金の算出方法。

A1.「該当者が全員ならば、基本情報に入力した支

払賃金総額を基準に事業主負担額を算出します。
計算式は以下の通りです。

支払賃金総額✕各保険の料率（会社負担分）＝事
業主負担額（保険の額）

A2.対象外者がいる場合は、その分の支払賃金、

対象延べ人数を差し引いた数字にて事業主負担額
を算出します。

A3.確認メッセージが出た場合は、その理由を各項

目の理由欄に記載します。

A4.事業主負担額が500円未満で「0」になる場合は

理由欄に「事業主負担額が500円未満のため」と記
載して下さい。
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『3_法定福利費』シート

Q.個人事業主や家族経営などで雇用保険やその他

の調査票の保険に加入がない場合は。

A.基本情報以外は「０」で記載します。

Q.建退協について。

A. 元請が計上します。

Q.船員保険について。

Q. JVの場合の記載方法。

A.加入していない場合は、確認メッセージが出ても

「該当なし」と理由欄に記載して下さい。

A1.協定給与では健康保険等の事業主負担額が

「0」になる場合があります。基本情報は入力してくだ
さい。（労災保険料は「0」にはなりません。）

A2. 「0」を入力し入力確認のメッセージが表示され

た場合は確認メッセージが表示される場合の理由の
欄にJV協定給与の為と入力してください。
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『4_労務管理費』シート

Q.記載金額について。

A1.現場作業員の方に対して、賃金以外でお支払

いしている金額があれば該当する項目に記入して下
さい。

A2.作業被服費等については、長期間使用する場

合が多いので、該当工事に対する割合にて計上して
下さい。

A3.その他該当する項目のみのを記載します（無け

れば「0」で構いません）。
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『5-1_機器材運搬費』シート

Q.敷鉄板③の該当する事例は何か。

Q.その他①及び②には何を記入すれば良いか。

A.発注者が積算計上していない敷鉄板の運搬費用

で、敷鉄板①、②に該当しないもの。（クレーンのアウ
トリガ等の一時的に使用した敷鉄板等）。

A1.その他①については、発注者が積算計上して

いる建設機械以外の仮設材等の運搬費用のうち、
調査票に記載されてない項目について記入して下さ
い。

A2.その他②については、発注者が積算計上して

いない建設機械以外の仮設材等の運搬費用のうち、
調査票に記載されてない項目について記入して下さ
い。 （ダンプカー用泥落とし等）。

注）発注者が積算計上しているか、いないかは元請に確
認願います。
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『5-2_建設機械Ⅰ・Ⅱ』シート

Q.記載する機械は何を記載したら良いか。

Q.自走による運搬と日々回送の違いは。

A.項目に書いてあるもの（下請調査票、建設機械リ

ストシート参照）。自走できる機械で運搬費を別に算
出している場合は、記載して下さい。

A1.自走とは会社（保管基地）等～現場間の運搬を

自走（タイヤBH、ラフター等）で行った場合に適用し
ます。

A2.日々回送とは、建設機械の置場等を施工現場

内に確保出来ない等の施工箇所の制約や
維持工事等で施工箇所が点在する場合により、
日々建設機械を場外運搬した場合に適用します。
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『5-2_建設機械Ⅰ・Ⅱ』シート

Q.運搬距離と回数について。

Q.バックアップ機械とは何か。

A.運搬距離はその機械を運搬した延べ運搬距離、

運搬回数は片道を1回とカウントした、延べ運搬回数
して下さい。（1往復で2回）。

A.制限区域内等で、もしものトラブルがあった場合

に備えて代替となる機械を用意していた場合の、バッ
クアップ機械の運搬費用を指します。

Q.大型クレーンの分解組立について。

A.トラック、トレーラー、分解組立のみ使用したク

レーンについては、『内分解組立費』に一括計上しま
す（全て分ける必要はありません）。
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『★工事費』シート

Q.リース機械のリース代、オペレーター代はどこに

計上すればいいか。

A.燃料費は材料費、機械代は機械器具損料（ある

いは船舶・機械機具等損料）、オペレーター代は労
務費に該当します。分けるのが困難な場合は機械
器具損料等（あるいは船舶・機械機具等損料）に纏
めて計上してください。

Q.生コン、鉄筋は材料費に含まれるか。

A.含まれます。

Q.コンクリートポンプ車の現場内費用をどこにどう計

上すればいいのか。

A.オペレーターは労務費に、ポンプ車は機械器具

損料にそれぞれ計上して下さい。（コンクリートは材
料費に計上。）

Q.交通誘導員の労務費はどこに入れればいいのか。

A.直接工事費の交通誘導員Ａ又はＢ（Aは一級また

は二級検定に合格した警備員。Bはそれ以外の警備
委員）に入力してください。交通監視員は交通監視
員に入力してください。
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『★工事費』シート

Q.請負契約ではなく、単価契約の場合はどうするの

か。

A.該当工事で元請（二次以下は上位業者）に請求し

た額の合計（税抜き）を請負金額と読み替えて下さい。

Q.購入した重機の金額はどこに入れるのか。

A.損料を、（３）機械器具等損料に記入して下さい。

Q.個人事業主の労務費はどのように計上すればい

いか。

A.会社の役職は考慮ぜず、通常作業員として労務

費に記入して下さい。

A.残土の運搬費用は「直接工事費」。現場までの移

動費用を算出した場合は「建設機械の運搬費」シート
に計上して下さい。

Q.残土処理などでダンプトラックを使用したがこの運

搬費はどこに入れればいいのか。

Q.足場の材料費はどこに入れればいいのか。。

A.転用する足場等の仮設材は機械機具等損料（あ

るいは船舶・機械機具等損料）に損料（リース料含
む）を入力してください。
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『★工事費』シート

Q.宿泊費はどこに入れればいいか。

Q.燃料代はどこに記載するのか。

A.材料費に入力して下さい。

A.現場作業員であれば「ト営繕費」「宿泊費」。現場

管理者であれば「(3)現場管理費」の「通信交通費」に
記入して下さい。

Q.材料搬入時クレーン付きトラックで搬入した場合

のお金はどこに入れればいいのか。

A.直接工事費の材料費に計上して下さい。

Q.外注経費とは。外注経費がマイナスや０で表示さ

れる場合の対処方法。

A1.工事請負金額の中から直接工事費など実際に

工事にかかった金額を引いた数が外注経費に計算
されます。マイナスになっている場合は経費が請負
金額の総額を超えている場合で、原因としては直接
工事費の誤入力、請負金額の未入力・桁間違いな
どがあります。

A2.実際に一般管理費がマイナスになる場合はマイ

ナスのまま計上して下さい。
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『★工事費』シート

Q. 「へ 保険料」に保険料を計上したいのだが、年

掛けで工事ごとに出せない。

Q.入力セルのメモ（コメント）が非表示にならない。

A.校閲タブのメモの表示/非表示を押して下さい。

Q.社会保険以外の保険の記載方法について。

A.年間の費用をこの工事に従事した期間で按分し

て下さい。会社の為の保険料は対象外です。（会社
の事務所の火災保険、営業車両の自動車保険な
ど）

A.工事期間分で保険料を按分した上、その額を計

上して下さい。

Q. （2）の補償費と（3）リ.の補償費の違い。

A. （2）は発注者が費用を見込んでいる場合、（3）リ.

は発注者が費用を見込んでいない場合です。
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『★工事費』シート

Q.人数の不一致のエラーが表示されてしまう。

A1.法定福利費の基本情報の人数と同値になって

いるか確認して下さい。同値でないとエラーが出ます。

A2.下請会社（警備会社を含む）の人数を自社に

含めて計上した場合に同値にならない場合があり
ます。
（少額（10万円未満）または、少日数（5日以下）の再
下請業者で算出が困難な場合は自社の一部として
も問題ありません。）
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『12-1・2_回航・えい航』シート

Q.回航・えい航費の記載方法は。

A.主作業船及び付属作業船（非航）の回航・えい

航費は、 「12-1_回航・えい航」に記載。
自航付属作業船の回航・えい航費は、 「12-2_自
航付属作業船の回航費・えい航費」に記載。
※自航付属作業船とは、揚描船、押船、ガット船、
引船、潜水士船、安全監視船、業務艇・交通船・警
戒船、石運船・捨石船。
※主作業船及び付属作業船（非航）とは、上記以
外の船種。
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その他（1）

Q.本社技術部門共通経費の振替はどこに計上すれ

ばいいか？

A. 「5_現場支援シート_現場支援に要した費用内訳」

に計上して下さい。

Q.安全管理費の費用はどこに計上するのか？

A.安全管理等に要する費用は、（１）共通仮設費ニ

安全費A安全管理費に計上して下さい。



27

その他（2）

Q.共通仮設費 リ 回航・えい航費の内、Ｃ自航付

属作業船及び、R5の取り組み事項の「同一港内の
えい航費、小型作業船、台船、土運船などの官積に
計上されない作業船のえい航費等」の記載は如何
に？

A. 「②間接工事費（１）共通仮設費ル その他」に記

載して下さい。

Q.作業船の係船料はどこに計上するのか？

A. 「②間接工事費（１）共通仮設費共通仮設費ホ役

務費D船舶等の係船・施設使用料」に計上して下さい。

Q.作業船舶拘束費はどこに計上するのか？

A. 「①直接工事費（７）拘束費」に計上して下さい。

Q.潜水調査の費用はどこに計上するのか？

A.発注者が調査設計費用等で計上している場合は、

設計費用となり、「⑦別途調査等工事価格」に計上し
て下さい。


